
 

 

 

 

平成２７年５月５日発行 第９号 

 

自動車税・軽自動車税の納期限は、６月１日です 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

※ 納税通知書が届いていない方・紛失された方は、ご連絡ください。 

 

運動会『敬老種目』のご案内 

 市内の市立小学校４校では、下記のとおり運動会を実施します。おじいさん

やおばあさんと一緒に行う敬老種目も予定しておりますので、ぜひ、お近くの

会場にお越しいただきまして、元気な子供たちとの楽しいひとときをお過ごし

ください。 

学 校 名 期 日 時  間 敬 老 種 目 予定時刻 

高萩小学校 

5月 30日

（土） 

8:45～14:00 お世話になっております 10:10 

秋山小学校 8:40～13:50 花貫玉入れ 11:00 

東 小 学 校 8:50～14:20 いつまでもお元気で 10:40 

松岡小学校 8:50～13:50 
ようこそおじいさん・おば

あさん 
11:00 

※ 荒天による開催期日の変更等については、各学校に直接お問い合わせください。  

※ その他の小学校、幼稚園、中学校は、例年どおり９月～10 月に実施予定です。 

○問合せ先 

 高萩小学校  ２２－３０７３  秋山小学校 ２２－２１０８ 

 東 小 学 校  ２２－２５４２  松岡小学校 ２２－２４３０ 
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○問合せ先（軽自動車税） 

高萩市役所 税務課 市民税グループ 

ＴＥＬ ２３－２１１５ 

○問合せ先（自動車税） 

茨城県常陸太田県税事務所 収税第二課 

ＴＥＬ ０２９４－８０－３３１４ 

コンビニでも納めることが 
できます。ぜひご利用ください。 



春の全国交通安全運動が始まります 
 平成２７年５月２０日（水）は、「交通事故死ゼロを目指す日」です。交通

ルールの遵守と交通マナーの実践を習慣付け、交通事故防止の徹底を図りまし

ょう。次代を担う大切な子供たちを地域ぐるみで見守りましょう。 

実施期間 平成２７年５月１１日（月）～５月２０日（水） 

スローガン 『安全は ゆとりの心と マナーから』 

運動の基本 子供と高齢者の交通事故防止 

運動の重点 

①自転車の安全利用の推進（特に、自転車安全利用五則の周知徹底）  

②全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用

の徹底 

③飲酒運転の根絶 

 

 

 

 

 

 

 

○問合せ先 高萩市役所 総務課 総務グループ 

      ＴＥＬ ２３－２１１９ 

消火器や住宅用火災警報器の不正取引にご注意！ 

悪質な消火器や住宅用火災警報器の訪問販売や訪問点検が多発しています。

点検業者や消防関係の者と名乗る者が言葉巧みに契約書等に署名させて、高額

な料金を請求しています。皆さん十分注意をしてください。 

被害に遭わないために・・・ 

知っておいて 

欲しいこと 

◆一般家庭において、消火器の点検・設置義務はありません。 

◆消防署では、消火器の販売や点検は一切行っていません。 

少しでも 

不審に思ったら 

◆身分証明書等の提示を求める。 

◆はっきりと購入・点検を拒否する。 

◆料金をその場で支払ったり、契約書に判子を押さない。 

契約書にサイン

してしまったら 

◆警察や消費生活センター等に相談し、クーリングオフ制度

等を活用する。 

消火器等の購入

を検討中の方へ 

◆訪問販売での消火器・住宅用火災警報器等の販売価格は、

とても高額なことが多いため、お近くの消防設備業者又は

量販店での購入をお奨めします。 

○問合せ先 高萩市消防本部 予防課 予防グループ 

      ＴＥＬ ２２－２９１８ 

裏 

自転車安全利用五則 

１．自転車は、車道が原則、歩道は例外 

２．車道は左側を通行 

３．歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

４．安全ルールを守る 

５．子供はヘルメットを着用 

自転車は「くるま」の仲間です！ 

自転車安全利用五則を守ろう！ 


